
令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ５ 日 

都 市 局 都 市 政 策 課 

 

「テレワーク」実施者の割合が昨年度よりさらに増加！ 
～令和３年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します～ 

※：内閣官房、内閣府、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省 

○ 調査結果の概要 
 

 (１)就業者のテレワークの実施状況 
雇用型就業者のテレワーカーの割合は、 

昨年度と比べ、約 4 ポイント増加して、 

全国で 27.0％であった。 

勤務地域別では、どの地域も昨年度に引き 

続き上昇し、特に首都圏では大幅に上昇 

して、42.3％であった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

(２)テレワークの継続意向 

雇用型テレワーカーのうち、約 89%が

今後継続意向があり、その理由は、「新

型コロナウイルス感染症対策として」が

約 49%で最大。 

また、新型コロナウイルス感染収束後

の継続意向は約 84%で、その理由は、「通

勤時間の有効活用」（約 43%）に次いで、

「通勤の負担軽減」（約 30%）であった。 
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国土交通省では、テレワーク関係府省※と連携して、テレワークの普及促進
に取り組んでおり、今後の促進策に役立てることを目的として、「テレワーク
人口実態調査」を毎年実施しています。 

今年度調査における雇用型テレワーカーの割合は、新型コロナウイルス感
染症対策として急増した昨年度と比べ、さらに約 4ポイント増加して、27.0％
となりました。 



(３)勤務先のテレワークに対する方針 
勤務先のテレワークに対する方針

をみると、第 1 回緊急事態宣言発令時

に、テレワーク指示・推奨を受けた人

が、テレワーカーで約 78％に達し、非

テレワーカーでは約 11％にとどまっ

ている。 

 

第 1 回緊急事態宣言発令時（令和 2

年 4～5 月）と新型コロナウイルス感

染拡大第 5波に伴う緊急事態宣言等解

除後（令和 3 年 10 月）において、勤

務先のテレワークに対する方針を比

較すると、両時期ともテレワーク指

示・推奨と回答した人の割合は 72.5%

であり、テレワーク指示・推奨の方針

が一定程度定着している可能性があ

る。 
 

 

 

 

 

(４)テレワークを実施したい場所 
テレワーク継続意向ありの雇用型テ

レワーカーのうち、主にテレワークを実

施したい場所は、自宅が約 84％と最大 

であり、次いで共同利用型オフィス等が

約 9%であった。 
 

〔共同利用型オフィス等の利用意向〕 

主な実施場所として以外に共同利用

型オフィス等を利用したい人は約 49％

であり、利用意向ありの合計は約 58%で

あった。 

主にテレワークを実施したい場所と

して共同利用型オフィス等と回答した

者が、主な実施場所として自宅を選択し

なかった理由のうち、「仕事環境（執務

部屋、机・椅子、インターネット利用環

境等）が良くないから」が約 45％であった。 
 

  

勤務先におけるテレワーク指示・推奨方針の変化 

テレワークに対する方針（第１回緊急事態宣言発令時） 

利用意向あり 57.6% 

共同利用型オフィス等の利用意向 

主な実施場所
として9.0%

主な実施場所として以外の使い方
48.6%

利用意向なし
42.5%

主なテレワーク場所として自宅を選択しなかった理由 

42.6%

3.8%

35.7%

7.3%

4.1%

2.3%

4.9%

34.6%

5.1%

21.4%

7.5%

30.5%

0% 50% 100%

テレワーカー

非テレワーカー

テレワークを指示していた テレワークを推奨していた 出勤を推奨していた

出勤を指示していた 上記のいずれにも該当しない わからない

テレワーク指示・推奨 78.3% 出勤指示・推奨 9.0% 

11.1% 36.9% 

14.3%

8.8%

15.0%

15.3%

2.7%

4.5%

26.6%

29.5%

17.0%

17.6%

24.3%

24.3%

72.5% 17.2%

0% 50% 100%

R2.4～5
（時期①）

R3.10
（時期②）

'R2.4～5
→R3.10

テレワークを指示していた テレワークを推奨していた 出勤を推奨していた

出勤を指示していた 上記のいずれにも該当しない わからない

時期①、②ともテレワーク指示・推奨 時期①のみ

テレワーク指示・推奨 29.3% 出勤指示・推奨 29.3% 

24.1% 34.0% 



18.1%

12.6%

45.6%

23.0%

55.4%

29.9%

63.1%

41.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

首都圏

地方都市圏

首都圏

地方都市圏

首都圏

地方都市圏

首都圏

地方都市圏
30
分
未
満

30
分
～

1
時
間
未
満

1時
間
～

1時
間

30
分
未
満

1時
間

30
分
以
上

(５) 勤務地域別テレワークの実施状況（首都圏と地方都市圏の比較） 
 

〔勤務先のテレワークに対する方針〕 

新型コロナウイルス感染拡大第 5 波に伴

う緊急事態宣言等解除後（令和 3 年 10 月）

において、首都圏と地方都市圏における勤

務先の方針を比較すると、テレワーク指

示・推奨の割合は首都圏で高い。 

 

 

 

〔通勤時間との関係〕 

首都圏と地方都市圏における通勤時間別テレワー

カーの割合を比較すると、両地域とも、通勤時間

30 分未満のテレワーカー割合は低く、地域差は相

対的に小さい。 

また、通勤時間が長いほどテレワーカーの割合が

高く、首都圏でテレワーカー割合が高い。 

 

 

雇用型就業者全体でみると、首都圏の 30 分未

満を除き、通勤時間が長いほど、その割合が低く

なる傾向。地方都市圏でテレワーカー割合の低い

通勤時間 30 分未満の者の割合が高い一方、テレ

ワーカー割合の高い通勤時間 30 分以上の者の割

合が低いことで、地方都市圏でテレワーカー割合

が相対的に低くなっている可能性が考えられる。 

 

 

 

〔職種との関係〕 

 テレワーカー割合の高い 6 職種※1、低い 5

職種※2を比較すると、テレワーカー割合は、

テレワーカー割合の高い 6 職種が約 43%、

低い 5 職種が約 8%であり、差が約 35 ポイ

ントと大きい。 

 
※1研究職 、営業、管理職、専門・技術職（技術職）、 

専門・技術職（その他の専門・技術職）、事務職 
 

※2 専門・技術職（保健医療・社会福祉・法務・経営・金融等専門

職・教員）、サービス、販売、保安・農林漁業・生産工程・輸送・ 

機械運転・建設・採掘・運搬・清掃・包装等従事者、その他 
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 首都圏と地方都市圏における、テレワーカ

ー割合の高い 6 職種と低い 5 職種の雇用型就

業者の割合を比較すると、地方都市圏でテ

レワーカー割合の低い5職種の割合が高く、

地方都市圏でテレワーカー割合が相対的に

低くなっている可能性が考えられる。 

 

 

〔企業規模との関係〕 

雇用型就業者の勤務先企業規模別のテレ

ワーカーの割合は、企業規模が大きくなる

ほどテレワーカーの割合が高い傾向にあり、

昨年度からの上昇幅も、企業規模が大きいほ

ど大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

テレワーカー割合の高い６職種について、

勤務地域別、企業規模別テレワーカー割合を

比較すると、企業規模が大きいほどテレワー

カー割合が高く、また、首都圏で高い。 

首都圏の 20～99 人規模のテレワーカー割

合は、地方都市圏の 1000 人以上の規模より高

い。 

 

 

 

 

 

 [参考]  

■調査方法：就業者を対象として、令和 3 年 10～11 月に WEB 調査を実施 

（有効サンプル数 40,000 人） 

■調査結果はホームページに掲載されています。
（http://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/telework_index.htm） 

 ＜問い合わせ先＞ 

 国土交通省 都市局 都市政策課 垣内、山中 

 電話：03-5253-8111（内線 32243、32247）直通：03-5253-8398 Fax：03-5253-1586 

企業規模別テレワーカーの割合 

企業規模別、勤務地域別テレワーカーの割合 

（テレワーカー割合の高い 6職種） 

勤務地域別雇用型就業者の割合 

（テレワーカー割合の高い 6職種と低い 5職種） 


